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は じ め に 

 

 小樽市は、ニセコ積丹小樽海岸国定公園に代表される美しい自然を有し、豊かな緑に恵まれた

歴史文化資源や情緒ある街並みが多くの人々を魅了しています。 

 本市を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化など社会情勢の変化に加え、地球温暖化や生物

多様性の確保など環境問題への配慮や森林保全による崩落・地すべりの防止などの災害対策等の

課題に直面しております。 

 緑地の保全や緑化の推進においては、このような社会情勢や課題、自然環境や街並みの景観の

保全、既存公園の充実などの市民ニーズに対応するため、平成１６年に策定された前計画の見直

しに当たり、誰もが快適・安心に利用できるように計画的な公園施設の維持管理など、緑のまち

づくりに求められる新たな視点を加え、これからの１０年に向けて「第２次小樽市緑の基本計画」

を策定いたしました。 

 本計画は、前計画の基本理念である「市民と育む みどりあふれる、ゆとりあるまち小樽」を継

承し、都市環境を形成する緑と身近に触れ合える緑の保全や魅力ある公園づくり、緑を守り育て

る体制づくりなどに努め、小樽らしい四季の彩りに恵まれた自然や豊かな環境を将来の世代へ引

き継いでいくため、「市民との協働で築く、自然と人が共生する 緑豊かな、潤いと安らぎのある

まち小樽」を目指します。これから皆様と一緒に本計画を推進いたしたく、御理解、御協力をよ

ろしくお願いいたします。 

最後に、本計画の策定に当たり、アンケートやパブリックコメントなどを通じて、貴重な御意

見や御提言をお寄せいただきました市民の皆様をはじめ、熱心に御審議いただいた策定委員会委

員の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年（２０２３年）３月 
 
小樽市長  迫  俊 哉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市の木「シラカンバ」 

市の花「ツツジ」 

～制定由来～ 

 シラカンバは、小樽近郊に数多く見られ、

市内各公園内にも植樹されており、成長力が

たくましく育てやすい。また、北海道的な美

しさを感じさせるため。 

～制定由来～ 

 ツツジは、小樽公園に各種ツツジが植樹さ

れ、小樽の新名所として市民に親しまれてい

るため。 

昭和 43 年(1968 年)5 月 28 日制定 

昭和 43 年(1968 年)5 月 28 日制定 

 昭和４３年（１９６８年）北海道１００年を記念して、６月１日、２日開催の「第４回おた

るつつじまつり」の一環行事として「小樽の木、小樽の花」を市民から公募し、選考委員会に

おいて市の木を「シラカンバ」、市の花を「ツツジ」、とすることに決定しました。 
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